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こ
の
た
び
、
介
護
保
険
施
設
入
所
者

と
在
宅
介
護
者
で
の
負
担
の
不
均
衡
を

是
正
す
る
た
め
、
介
護
保
険
施
設
入
所

者
の
居
住
費
・
食
費
が
介
護
保
険
の
給

付
対
象
と
な
ら
な
く
な
る
な
ど
、
介
護

保
険
制
度
が
平
成
17
年
10
月
1
日
か
ら

改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
見

直
し
が
行
わ
れ
る
費
用
は
次
の
と
お
り

で
す
。

●
介
護
保
険
施
設
入
所
者
の
「
居
住

費
・
食
事
代
」（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医

療
施
設
）

●
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
者
の
「
滞
在

費
・
食
事
代
」（
短
期
入
所
生
活
介
護
、

短
期
入
所
療
養
介
護
）

●
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
デ
イ
ケ
ア
利
用
者

の
「
食
事
代
」（
通
所
介
護
、
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

■「
負
担
限
度
額
」と
そ
の
認
定
の
申
請

所
得
の
低
い
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の

所
得
の
状
況（
第
1
段
階
〜
第
3
段
階
）

な
ど
に
応
じ
て
、「
居
住
費
、
滞
在

費
」・「
食
事
代
」
そ
れ
ぞ
れ
段
階
ご
と

に
1
カ
月
の
利
用
者
負
担
の
上
限
額
と

な
る
「
負
担
限
度
額
」
が
設
け
ら
れ
、

そ
れ
を
超
え
た
費
用
に
つ
い
て
は
介
護

保
険
で
補
足
給
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
、
利
用
施
設

の
設
定
し
た
基
準
費
用
額
を
負
担
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

負
担
限
度
額
認
定
の
対
象
と
な
る
方

で
適
用
を
受
け
る
方
（
第
1
段
階
〜
第

3
段
階
）
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

申
請
書
」に
よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　は問い合わせ先です�

〜
あ
な
た
は
ど
の
被
保
険
者
に
な
っ
て

い
ま
す
か
〜

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
は
、
性
別
、
職
業
、
収

入
に
関
係
な
く
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

就
職
、
転
職
、
退
職
、
結
婚
な
ど
に

よ
り
、
加
入
の
仕
方
（
種
別
）
が
変
わ

る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
都
度
届
け
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

加
入
の
種
類

●
第
１
号
被
保
険
者

20
歳
以
上
で
、
農
業
、
自
営
業
、
学

生
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
と
そ
の
配
偶
者

の
方
を
い
い
ま
す
。

・
加
入
手
続
き

市
の
窓
口
に
届
け
出

を
し
ま
す
。

・
保
険
料
の
納
付
方
法

社
会
保
険
庁

か
ら
送
ら
れ
て
き
た
納
付
書
で
、
ご
自

分
で
金
融
機
関
（
ま
た
は
口
座
振
替
）

や
郵
便
局
で
納
め
ま
す
。

●
第
２
号
被
保
険
者

勤
め
て
い
て
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
る
方
を
い
い
ま
す
。

・
加
入
手
続
き

勤
務
先
で
行
い
ま
す
。

・
保
険
料
の
納
付
方
法

給
料
か
ら
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

●
第
３
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者
の

方
を
い
い
ま
す
。

・
加
入
手
続
き

第
2
号
被
保
険
者
の

勤
務
先
に
届
け
出
を
し
ま
す
。

・
保
険
料
の
納
付
方
法

個
人
で
納
め

る
必
要
も
給
料
か
ら
の
天
引
き
も
さ
れ

ま
せ
ん
（
保
険
料
は
勤
務
先
が
加
入
し

て
い
る
年
金
制
度
が
負
担
し
ま
す
）。

※
第
2
号
被
保
険
者
・
第
3
号
被
保
険

者
の
方
が
、
第
1
号
被
保
険
者
に
変
更

す
る
手
続
き
は
市
窓
口
と
な
り
ま
す
。

M
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所

0
0
2
2
4
―
5
1
―
3
1
1
1

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
2
2
―
1
3
1
2

最
近
、
身
を
ひ
そ
め
て
い
た
「
架

空
請
求
」「
不
当
請
求
」
の
苦
情
相

談
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
再
度
確
認

の
た
め
に
、
事
例
を
挙
げ
て
み
ま
し

ょ
う
。

事
例

午
後
9
時
ご
ろ
突
然
、
電
話

が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。「
利
用
料

金
7
2
、
0
0
0
円
を
振
り
込
め
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
聞
く
と
「
あ
な

た
は
、
4
月
に
ア
ダ
ル
ト
ボ
イ
ス
を

利
用
し
た
。
一
カ
月
か
け
放
題
の
料

金
3
0
、
0
0
0
円
を
支
払
っ
て
い

な
い
。
遅
延
損
害
金
、
調
査
料
、
管

理
料
金
を
請
求
金
額
で
支
払
わ
な
い

と
、
支
払
う
ま
で
増
え
て
い
く
」
と

い
う
の
で
す
。

私
は
よ
く
あ
る
「
架
空
請
求
」
と

と
思
い
、「
ど
こ
か
ら
請
求
権
を
譲

渡
さ
れ
た
の
か
」
と
尋
ね
る
と
、

「
○
○
業
者
」
と
言
う
の
で
電
話
番

号
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
へ
電
話
す

る
と
「
4
月
20
日
、
午
後
9
時
45
分

か
ら
1
分
間
利
用
し
た
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
日
残

業
で
忙
し
く
、
電
話
を
か
け
る
暇
は

無
か
っ
た
こ
と
を
話
す
と
、
も
う
一

度
か
け
る
と
言
っ
て
切
れ
ま
し
た
。

私
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で

し
ょ
う
か
。

回
答

ア
ダ
ル
ト
ボ
イ
ス
と
は
、
雑

誌
の
広
告
な
ど
に
電
話
番
号
が
書
い

て
あ
っ
た
り
、
無
料
検
索
な
ど
で
か

け
た
り
、
あ
る
い
は
興
味
本
位
で
か

け
た
り
、
ま
た
は
、
シ
ョ
ー
ト
メ
ー

ル
で
き
た
も
の
に
返
事
を
し
た
り
す

る
と
、
大
人
の
会
話
が
流
れ
て
く
る

も
の
で
す
。
よ
く
「
間
違
っ
て
」

「
子
供
が
」
か
け
て
し
ま
っ
た
と
い

う
相
談
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
入

る
ま
で
に
は
「
確
定
」「
決
定
」
を

押
さ
な
け
れ
ば
進
み
ま
せ
ん
。
画
面

が
小
さ
い
か
ら
と
見
落
と
さ
な
い
こ

と
で
す
。
身
に
覚
え
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
無
視
し
て
く
だ
さ
い
。
連
絡

は
絶
対
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
は
が

き
で
の
請
求
も
同
じ
で
す
。「
今
日

が
裁
判
取
り
下
げ
最
終
日
」
と
書
か

れ
て
い
て
も
連
絡
し
な
い
こ
と
で

す
。
業
者
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
や
電

話
会
社
の
配
信
サ
ー
ビ
ス
、
電
話
番

号
、
住
所
の
み
を
手
が
か
り
に
請
求

し
て
き
ま
す
の
で
、
口
車
に
乗
っ
た

り
脅
さ
れ
て
、
氏
名
、
住
所
、
勤
務

先
な
ど
の
個
人
情
報
を
教
え
ず
、
強

い
意
思
を
持
っ
て
、
相
手
に
し
な
い

こ
と
で
す
。
恐
怖
を
感
じ
た
ら
警
察

に
届
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
電
話
会

社
の
迷
惑
電
話
お
断
り
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
も
有
効
で
す
。

D o you know?

く
ら
し
の�

ヒ
ン
ト�

不
当
請
求
に
つ
い
て

〜
一
方
的
な
請
求
の
対
応
は
？
〜

G
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
２
２
―

０
７
８
３

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お
　
な
　
や
　
み

年
金
加
入
は
正
し
い
届
出
で
、
正
し
い
年
金
受
給
を

■
段
階
別
の
１
カ
月
あ
た
り
の
負
担
限

度
額
お
よ
び
負
担
限
度
額
認
定
対
象
と

な
ら
な
い
場
合
の
基
準
費
用
額
の
目
安

負
担
限
度
額
は
、
介
護
保
険
施
設
入

所
者
の
「
居
住
費
・
滞
在
費
」、
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
利
用
者
の
「
滞
在
費
、
食

費
」
の
額
で
す
。
基
準
費
用
額
は
、
介

護
保
険
施
設
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の
1
割
＋
負
担
限

度
額
（
居
住
費
・
滞
在
費
＋
食
費
）
＋

日
常
生
活
費→

利
用
者
負
担
と
な
り
ま

す
。

M
長
寿
課
介
護
保
険
係
（
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）
0
2
2
―
1
3
6
1

児
童
手
当
か
ら

〜
秋
季
農
作
業
安
全
運
動
展
開
中
〜

9
月
15
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
秋
季

農
作
業
安
全
運
動
期
間
で
す
。
今
年
の

春
に
市
内
で
高
齢
者
の
農
作
業
死
亡
事

故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
年
齢
と
と
も

に
体
力
、
視
力
や
判
断
力
は
低
下
し
ま

す
の
で
、
慣
れ
て
い
る
か
ら
と
油
断
せ

ず
、
機
械
操
作
な
ど
は
慎
重
に
行
い
、

休
憩
を
入
れ
余
裕
を
持
っ
て
作
業
し
ま

し
ょ
う
。

●
も
う
一
度
確
認
し
ま
し
ょ
う

○
こ
れ
か
ら
使
う
機
械
や
道
具
の
点
検

を
し
て
い
ま
す
か
？

○
農
作
業
に
適
し
た
服
装
で
す
か
？

○
ほ
場
の
段
差
や
道
路
に
異
常
が
な
い

か
確
認
し
て
い
ま
す
か
？

○
作
業
計
画
に
無
理
は
な
い
で
す
か
？

●
主
催

農
作
業
安
全
運
動
推
進
宮
城

県
本
部

M
農
林
課
　
0
2
2
―
1
2
5
3

●
日
時

10
月
15
日（
土
）

10
時
〜
15
時

●
会
場

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

サ
ン
コ
ア（
柴
田
町
西
船
迫
2
丁
目
）

●
相
談
事
項

相
続
、
遺
言
、
贈
与
、

会
社
設
立
、
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類

の
作
成
、
農
地
転
用
な
ど

M
宮
城
県
行
政
書
士
会
仙
南
支
部

太
田
常
治
　
0
2
4
―
3
3
0
3

「
農
作
業
は
急
が
ず
　
あ
せ
ら
ず

段
取
り
よ
く
！
　
あ
な
た
が
見
せ

る
模
範
作
業
」

行
政
書
士
の
無
料
相
談
会

最
新
の
統
計
資
料
や
市
町
村
一
覧
、

行
事
予
定
な
ど
を
掲
載
し
、
見
や
す
く

使
い
や
す
い
、
平
成
18
年
版
「
み
や
ぎ

手
帳
」
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
企
画
情
報
課

（
0
2
2
―
1
3
2
4
）
ま
た
は
、
各

地
区
公
民
館
に
10
月
7
日（
金
）ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
頒
布
価
格
（
税
込
み
）

大
型
版
（
17.5
×
8.8
㎝
）
5
0
0
円

〜
悩
み
や
苦
情
は
ま
ず
相
談
！
〜

行
政
相
談
は
、
行
政
機
関
、
金
融
公

庫
、
道
路
公
団
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
Ｊ
Ｒ
な
ど

へ
の
苦
情
や
意
見
、
要
望
な
ど
の
相
談

に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手
伝
い
を
す

る
も
の
で
す
。

行
政
相
談
委
員
は
、
市
庁
舎
で
の
定

例
相
談
会
の
ほ
か
、
い
つ
で
も
自
宅
で

皆
様
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

■
巡
回
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
　

●
日
時

10
月
20
日（
木
）

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

●
場
所

大
平
公
民
館
（
青
少
年
室
）

■
白
石
市
の
行
政
相
談
委
員

○
梶
川
　
み
つ
子
さ
ん

越
河
五
賀
字
南
原
5
番
地

○
島
貫
　
征
夫
さ
ん

大
鷹
沢
三
沢
字
古
内
21
番
地

M
生
活
環
境
課
0
2
2
―
1
3
1
4

「
み
や
ぎ
手
帳
」
を

あ
っ
せ
ん
し
ま
す

10
月
17
日
〜
23
日
は

秋
の
行
政
相
談
週
間
で
す

介
護
保
険
制
度
の
一
部
が
10
月
１
日
か
ら
改
正
に
な
り
ま
す

負
担
限
度
額
認
定
申
請
の
対
象
と
な
る
方�

対
象
と
な
ら
な
い
方
（
一
般
世
帯
）�

・
市
民
税
世
帯
非
課
税
（
世
帯
員
全
員
が
非
課
税
）
で
老
齢
福
祉
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方�

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方�

・
市
民
税
世
帯
非
課
税
（
世
帯
員
全
員
が
非
課
税
）
で
あ
っ
て
、
本
人
の�

　【
合
計
所
得
金
額
＋
課
税
年
金
収
入
額
が
80
万
円
以
下
／
年
】を
満
た
す
方�

・
市
民
税
世
帯
非
課
税
（
世
帯
員
全
員
が
非
課
税
）
で
あ
っ
て
、
第
２
段
階

該
当
者
以
外
の
方
（
本
人
の
課
税
年
金
収
入
が
80
万
円
を
超
え
2
6
6
万

円
未
満
の
方
な
ど
）�

・
本
人
は
市
民
税
非
課
税
だ
が
、
世
帯
員
の
誰
か
が
市
民
税
課
税
と
な
っ
て

い
る
方�

・
本
人
が
市
民
税
課
税
の
方
（
本
人
の
前
年
合
計
所
得
2
0
0
万
円
以
上
は

第
6
段
階
）�

第
5
段
階
�

第
6
段
階
�

第
4
段
階
�

第
３
段
階
�

第
２
段
階
�

第
１
段
階
�

区　分� 食　費�

居住費・滞在費�

多床室� ユニット型�
準個室�

ユニット型�
個　室�

従来型個室�
特　養�老健・療養等�

負
担
限
度
額�

基
準
費
用
額�

（
目
安
）�

第１段階�

第２段階�

第３段階�

第４～第６段階�

 0円 10,000円 15,000円 15,000円 25,000円 10,000円�

 10,000円 13,000円 15,000円 15,000円 25,000円 12,000円�

 10,000円 25,000円 40,000円 40,000円 50,000円 20,000円�

 10,000円 35,000円 50,000円 50,000円 60,000円 42,000円�

★
今
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す
！

10
月
は
、
平
成
17
年
6
月
か
ら
9
月

ま
で
の
4
カ
月
分
の
児
童
手
当
が
振
り

込
み
に
な
り
ま
す
。
10
月
5
日
以
降
、

該
当
す
る
金
融
機
関
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。
な
お
、
現
況
届
未
提
出
の
方

は
、
振
り
込
み
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

至
急
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
児
童
手
当
は
申
請
し
ま
し
た
か
？

児
童
手
当
は
、
保
護
者
が
申
請
し
な

け
れ
ば
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

現
在
、
0
歳
か
ら
小
学
校
3
学
年
修
了

前
の
お
子
さ
ん
ま
で
が
支
給
対
象
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
で
却

下
に
な
っ
て
い
た
方
も
、
前
年
中
の
扶

養
人
数
、
所
得
額
に
よ
っ
て
は
該
当
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
だ
申
請
し
て

い
な
い
方
は
、
子
ど
も
家
庭
課
ま
で

（
公
務
員
の
方
は
お
勤
め
先
に
）
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
今
年
の

現
況
届
で
却
下
と
な
っ
た
方
は
、
来
年

5
月
中
に
改
め
て
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

M
子
ど
も
家
庭
課
0
2
2
―
1
3
6
3


